
給湯器の点検に関するトラブル
が増えています!

　先日、「法律が変わったので給湯器の点検が必要になりま
した。いつお宅へ伺ったらよいですか」という電話が突

然かかってきたので、必要な点検なのだと思い、点検日を決め
てしまいました。時間が経過して冷静になってみると、不審な
点があるので断りたいのですが、聞いたこともない業者で、調
べても連絡先が分かりません。どうしたらよいでしょうか。

　高齢者などをターゲットにした給湯器の点検商法につい
ての相談件数は、5年前と比較して3倍になっています。

法律の改正で点検が必要になった場合などは、通常、メーカー
や設置業者から通知されます。不審な業者と点検の取り決めを
してしまった場合は、約束の日に業者が来ても点検が不要であ
ることを伝え、家の中に入れないようにしてください。点検を
させてしまうと、依頼者の不安をあおるようなことを言って、
新しい給湯器への交換を迫ってくることがあるので注意してく
ださい。

一人で抱え込まないで 
ハラスメント
　ハラスメントとは、ほかの人を不快にさせ、精神的に傷つけ
たり、不利益や脅威を与えたりするような言動を行うことです。
性的な嫌がらせであるセクシュアルハラスメント、立場や権力
といった上下関係を利用した嫌がらせであるパワーハラスメン
ト、就業者に対しての暴行・脅迫や、正当な理由がない過度な
要求を行うカスタマーハラスメントなどがあります。
　こうしたハラスメントの防止に向けて法律も改正されていま
す。労働施策総合推進法では、職場でのパワーハラスメントを
防止する措置をとることが、大企業だけでなく中小企業にも義
務化されました。
　職場などでのハラスメントは、我慢していても解決しません。
時間が経過し、逆にエスカレートする可能性もあります。一人
で悩まずに、信頼できる人や職場の相談窓口、労働局や市役所
などの公共機関に設置されている相談機関に相談しましょう。

※くわしくは市民協働課（☎20-1507）へ。

　不安に思ったりトラブルになったりした場合は消費生活セン
ターに相談してください。

※くわしくは同センター（☎23-1161）へ。
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